
頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太

そ
こ
に
宿
る
紳
々
を
存
息
す

る
、
頭
部
九
官
設
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
思
法
に
つ
い
て
は
既
に
専
論
も

設
表
さ
れ
て
お
ば
そ
の
源
流
な
ど
に
つ
い
て
一
際
の
結
論
を
見
て

頭
部
に
九
つ
の
宮
殿
を
想
定
し
、

い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
源
と
な
っ
た
諸
説
の
ど
の
部
分
を
思
想

的
に
引
き
継
い
だ
の
か
、
あ
る
い
は
九
つ
の
宮
殿
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の

よ
う
な
性
格
を
も
つ
の
か
と
い
っ
た
貼
は
論
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
頭
部
九
宮
設
と
そ
の
源
と
な
っ
た

諸
説
と
の
関
聯
に
目
を
向
け
、
頭
部
九
宮
設
を
構
成
す
る
要
素
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。

垣

智

之

内

資
料
の
問
題
と
頭
部
九
官
設
の
概
要

頭
部
九
官
設
を
説
く
経
典
は
多
い
が
、
『
無
上
秘
要
』
巻
五
に
頭

部
九
官
設
を
奉
げ
て
「
出
洞
員
太
上
素
霊
大
有
妙
経
」
と
注
記
し
て

あ
る
と
お
り
、
こ
の
設
は
上
清
波
の
主
要
経
典
と
さ
れ
る
『
洞
良
太

上
素
霊
洞
一
万
大
有
妙
経
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
現
行
の
『
大
有

(
2」

妙
経
』
に
は
後
世
の
増
庚
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
3
)
 

が
、
頭
部
九
官
設
に
関
す
る
記
述
に
限
っ
て
言
え
ば
、

一
部
が
『
登

員
隠
訣
』
に
引
か
れ
、
そ
こ
に
陶
弘
景
に
よ
る
詳
し
い
注
が
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
型
が
陶
弘
景
以
前
に
成
立
し
て
い
た
の



は
確
賓
で
あ
る
。

『
大
有
妙
経
』
と
『
登
国
民
騒
訣
』
の
記
述
を
封
照
し
て
み
る
と
、

『
登
員
隠
訣
』
に
お
け
る
九
宮
設
に
関
す
る
記
述
は
『
大
有
妙
経
』

の
そ
れ
の
四
分
の
一
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
司
登
田
県
隠
訣
』
に
相
到
騒
部

分
が
な
い
箇
所
を
『
大
有
妙
経
』
に
お
け
る
増
庚
の
あ
と
と
見
る
こ

と
も
で
き
よ
う
が
、
現
行
の
『
登
虞
隠
訣
』
が
完
全
な
形
で
俸
わ
っ

た
も
の
で
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
『
大
有
妙
経
L

に
見
ら
れ
る

九
宮
に
闘
す
る
設
の
大
学
を
陶
弘
景
以
前
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え

て
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

『
大
有
妙

経
』
と
『
登
呉
国
間
訣
』
の
記
述
に
は
分
量
的
な
遠
い
の
ほ
か
に
、
記

述
の
順
序
と
い
う
黙
で
も
大
き
な
遠
い
が
見
ら
れ
る
。
記
述
の
流
れ

を
見
る
限
り
で
は
、
「
登
員
隠
訣
』
の
方
が
営
を
得
て
い
る
こ
と
か

ら
『
大
有
妙
経
』
に
錯
簡
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
ほ
か
、

『
大
有
妙
綬
』
に
は
術
文
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
『
大
有
妙
経
』
に
錯
衡
や
術
文
と
い
っ
た
資

料
的
限
界
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
う
え
で
こ
れ
を
基
本
資
料
と
し

て
取
り
扱
い
、
『
登
員
隠
訣
』
の
構
成
と
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
陶
弘

景
注
の
内
容
と
を
霊
巧
に
し
、
更
に
『
大
有
妙
経
』
の
田
誌
と
見
ら

頭
部
九
宮
の
存
甲
山
と
太
一

れ
る
い
く
つ
か
の
経
典
と
も
封
照
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

九
宮こ
のこ
位で
置ま
にず
子コ
L、三Y
て J

の

完富
有凪

詑Z
E 置
伊関

ZF 
決議
のさ
よ Tb

Zぞ
trぉ
Zき
た
し、

商
肩
関
上
、
却
入
三
分
篤
守
寸
等
一
回
。
却
入
一
寸
矯
明
堂
宮
。

却
入
二
寸
潟
洞
房
宮
。
却
入
三
寸
篤
丹
田
宮
。
却
入
四
寸
潟
流

珠
宮
。
却
入
五
寸
篤
玉
帝
宮
。
明
堂
上
一
寸
震
天
庭
宮
。
洞
房

上
一
寸
潟
極
虞
宮
。
丹
田
上
一
寸
篤
玄
丹
官
。
流
珠
宮
上
一
寸

矯
太
皇
官
。
九
一
一
駅
中
有
九
宮
也
。

(
6〉

(
可
大
有
妙
経
』
H

由¥
8
8
∞
E
N〉

ま
た
『
登
虞
隠
訣
』
注
に
は
決
の
よ
う
な
解
説
が
見
ら
れ
る
。

此
後
入
宮
、
並
各
方
一
寸
。
唯
明
堂
典
守
寸
共
方
一
寸
。
守
寸

非
他
宮
、
猪
明
堂
之
外
蓋
閥
耳
。
明
堂
之
内
、
上
下
雨
港
、
猶

各
一
寸
。
但
南
北
魚
浅
、
正
七
分
也
。

(
『
笠
員
隠
訣
』
巻
上
注
品
¥
由

lgご
u

由〉

按
、
自
此
以
後
、
並
云
却
入
一
寸
、
二
寸
、
三
寸
者
、
明
知
猶

縫
居
策
本
、
非
従
三
分
後
更
一
寸
也
。
人
或
謂
、
入
三
分
、
始

得
守
寸
、
入
一
寸
、
始
得
明
堂
者
、
堂
其
然
乎
。

一一一一一



頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

(
同
右
臼
¥
由
1
8
2
v
H
C

且
今
経
亦
言
、
明
堂
上
一
寸
震
天
庭
宮
。
長
麿
空
一
寸
之
上
、

方
篤
天
庭
耶
。

(
同
右
臼
¥
由
lg-EH印〉

」
れ
ら
を
総
合
し
て
明
ら
か
に
な
る
頭
部
九
宮
の
構
造
は
以
下
の
と

寸

一寸 一寸 一寸 …寸

「登員隠訣」注に基づく九宮園

ー寸

箇1

関
か
ら
一
寸
の
と
こ
ろ
ま
で
が
明

堂
宮
の
領
域
、

一
寸
の
と
こ
ろ
か

ら
二
寸
の
と
こ
ろ
ま
で
が
洞
房
宮

の
領
域
と
い
う
ふ
う
に
つ
ら
な
っ

て
お
り
、
同
様
に
、
上
段
に
位
置

す
る
宮
殿
は
下
段
の
宮
殿
の
領
域

に
密
着
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
下
段
に
は
眉
閃

か
ら
順
に
明
堂
官
、
洞
房
宮
、
丹

田
宮
、
流
珠
宮
、

玉
一
帝
宮
の
五
官
同

が
並
び
、
上
段
に
は
順
に
天
庭
官
、
極
員
宮
、
玄
丹
官
、
太
皇
宮
の

四

四
宮
が
並
ぶ
ハ
園
1
V
そ
し
て
こ
れ
ら
の
宮
殿
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次

〔

8
)

に
列
奉
す
る
一
紳
々
が
宿
る
と
さ
れ
て
い
る
。

明
堂
宮

洞
房
宮

丹
田
宮

流
珠
宮

玄
丹
官

玉
帝
宮

天
庭
宮

極
田
県
宮

太
皇
宮

左
、
明
童
員
君

左
、
宏
英
公
子

中
、
明
鏡
一
肺
君

中
、
資
老
君

右
、
明
女
員
官

右
、
白
元
君

お
り
で
あ
る
。
ま
ず
宮
殿
は
明
堂
宮
を
除
い
て
、
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ

一
濯
が
一
寸
の
立
方
鐙
の
領
域
を
も
ち
、
明
堂
宮
だ
け
は
「
外
蓋

閥
」
と
さ
れ
る
守
寸
愛
国
と
併
せ
て
一
漫
が
一
寸
の
立
方
慢
の
領
域

を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
領
域
は
互
い
に
密
着
し
て
存
在
し
、
屑

一
寸

上
元
員
一
一
帝
一
君

流
珠
異
紳

泥
丸
太
一
員
君

玉
清
紳
母

上
清
国
民
女

太
極
一
帝
妃

太
上
君
后

一
帝
一
君
之
卿

こ
れ
ら
九
つ
の
宮
殿
は
、

そ
こ
に
宿
る
紳
が
男
性
で
あ
る
か
女
性
で

あ
る
か
に
よ
っ
て
、
雄
一
宮
と
雌
一
宮
と
に
大
別
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
右
の
例
で
言
え
ば
、
前
の
五
つ
が
雄
一
宮
で
あ
り
、
後
の
四
つ
が

雌
一
宮
で
あ
る
。

へ9
)

質
は
道
蕨
中
に
も
い
く
つ
か
の
九
宮
画
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
う
ち
構
造
が
最
も
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
園
2



と
し
て
掲
げ
た
『
大
洞
金
華
玉
経
』

の
圃
で
あ
る
。
こ
の
固
に
は
解
説
文

が
付
さ
れ
て
お
り
、

「
隠
居
注
」
す

回2 r大洞金華玉経』の九宮困

な
わ
ち
『
登
民
隠
訣
』
の
陶
弘
景
注

に
従
っ
て
固
解
し
た
と
言
う
の
で
あ

る
が
、
陶
弘
景
注
に
は
次
の
よ
う
に

あ
り
、
天
庭
宮
は
三
分
だ
け
洞
房
宮

の
上
に
せ
り
出
し
て
存
在
す
る
と
さ

れ
る
。
以
人
額
既
岸
、
故
〔
天
庭
宮
〕

差
出
三
分
度
後
洞
房
上
。
其
宮

前
出
入
之
門
戸
、
猶
下
守
寸
之

中
間
也
。

(
『
登
員
隠
訣
』
品
位
上
注
A
P
¥
由

1
8
コu
H〉

従
っ
て
、
天
庭
宮
の
後
ろ
の
宮
殿
も
そ
れ
ぞ
れ
下
段
の
宮
殿
の
員
上

よ
り
も
三
分
だ
け
後
ろ
に
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
貼
を
踏
ま
え
て
圃
解
す
る
な
ら
ば
悶
1

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
固
ー
の
よ
う
に
上
段
の
宮
殿
を
三
分

ず
ら
し
て
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
頭
部
九
宮
読
は
そ
こ
に
額
の
傾

斜
と
後
頭
部
の
傾
斜
と
い
う
具
憧
的
な
形
象
を
織
り
込
む
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
九
宮
の
配
置
が
人
聞
の
頭
部
の
形
肢
を

強
く
意
識
し
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
貼
も
こ
の
存
思
法
の
特
徴
と
し

て
確
認
し
て
お
く
べ
き
貼
で
あ
る
。

位
置
閥
係
に
つ
い
て
は
比
較
的
整
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
頭
部
九

宮
読
で
あ
る
が
、
存
思
法
と
し
て
そ
の
記
述
を
見
た
場
合
、
『
大
有
妙

鰹
』
、
『
登
員
隠
訣
』
と
も
九
宮
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
分

ま
た
、
九
宮
全
睦
と
し
て
の

存
思
法
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
極
め
て
統
一
性
に
絞
け
た
読

量
的
に
著
し
い
ぱ
ら
つ
き
が
見
ら
れ
、

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
存
思
法
と
い
う
貼
に
お
い
て
は
守

寸
堅
田
の
存
思
の
方
が
充
質
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
よ

り
一
一
層
そ
の
他
の
部
分
の
不
完
全
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

そ
の
貼
、

よ
り
整
っ
た
形
で
頭
部
九
宮
の
存
思
法
を
説
く
経
典
に

『
上
清
大
洞
九
宮
朝
修
秘
訣
上
道
』
が
あ
り
、
圃
3
と
し
て
掲
げ
た

闘
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
陶
弘
景
説
と
同
じ
く
、
頭
部
の
形
肢

を
意
識
し
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
九
宮
の
位
置
関
係
が
園

ー
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
明
堂
宮
に
は
長
生
大
一
帝
が

二
五



頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

。

-!i';な1ti'骨J明

J干垂永田タを
す宮'言ftrg 
国3 r上清大洞九
宮朝修秘訣上

道』の九宮麗

。
。

三
品
官
官

え

え

ず

接
骨
井
守

木
'
豆
一
宮

。
。
。
。
ロ

。
宿
る
と
す
る
な
ど
、
『
秘
訣
上
道
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
殿
に
宿
る

神
々
の
名
前
に
も
異
設
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
経
の
性
格
は
定
か
で
は

な
い
が
、
経
の
構
成
を
見
る
と
、
後
半
部
の
雌
一
に
関
す
る
記
述
は

『
大
有
妙
経
』
に
組
問
臨
服
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
細
か
な
字
句

の
異
同
を
除
け
ば
内
容
は
完
全
に
一
致
す
る
の
に
鈎
し
、
前
宇
部
の

雄
一
五
宮
に
闘
す
る
記
述
は
『
大
有
妙
経
』
と
は
異
な
り
、
比
較
的

整
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
有
妙
経
」
に
お
い
て
は
全
く
統

一
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
雄
一
五
宮
に
闘
す
る
記
述
に
統
一
性
を

も
た
せ
よ
う
と
し
た
あ
と
と
見
ら
れ
、
『
大
有
妙
経
』
が
よ
り
古
い

形
を
停
え
る
も
の
で
、
そ
れ
を
統
一
の
と
れ
た
設
に
再
構
成
し
よ
う

と
試
み
た
も
の
が
『
秘
訣
上
道
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
『
秘
訣
上
道
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
雌
一
四
宮
を
す
べ
て
上

一~ J、

段
に
配
置
し
、
逆
に
雄
一
五
官
を
す
べ
て
下
段
に
配
置
し
て
い
る
貼

に
あ
る
。
こ
れ
は
雌
一
四
宮
と
雄
一
五
宮
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
此

四
宮
皆
雌
良
一
也
。

道
高
於
雄
員
一
也
」

(
『
大
有
妙
経
』
凶
吾
¥
臼
臼
品
。
白

。
由
)
と
い
う
記
述
に
基
づ
い
て
、
雌
一
と
雄
一
の
遣
い
を
そ
の
位
置

関
係
に
反
映
さ
せ
た
配
置
と
考
え
ら
れ
る
。
と
れ
に
関
し
て
「
大
有

妙
経
』
で
は
雄
一
宮
に
刑
判
す
る
雌
一
宮
の
存
思
の
優
越
を
述
べ
て
い

な
が
ら
、
園
ー
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
雄
一
宮
の
う
ち
玄
丹
宮
だ
け

を
上
段
に
配
置
し
、
逆
に
雌
一
宮
の
う
ち
玉
一
帝
一
宮
だ
け
を
下
段
に
配

置
し
て
い
る
。

陶
弘
景
は
九
つ
の
官
殿
に
「
優
劣
之
差
」
(
品
¥
由
l
g
E
3
が
あ
る

と
し
て
、
玉
一
帝
官
、
太
皇
宮
、
天
庭
宮
、
極
員
官
、
玄
丹
宮
、
洞
房

、Z
J

宮
、
流
珠
宮
、
丹
田
宮
、
明
堂
宮
の
順
に
順
位
付
け
し
d
、
雌
一
宮
の

最
上
位
に
玉
一
帝
宮
を
置
き
、
雄
一
宮
の
最
上
位
に
玄
丹
宮
を
置
い
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
玉
一
帝
宮
、

玄
丹
宮
が
そ
れ
ぞ
れ
雌
一
四

官
、
雄
一
五
宮
の
な
か
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
の
、
玉
一
帝
宮
が
下
段
に
、
そ
し
て
玄
丹
宮
が

上
段
に
配
置
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
燭
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
玄
丹
宮
が
上
段
に
位
置
し
、
逆
に
玉
一
帝
宮
が
下
段
に
位
置



す
る
の
は
何
故
な
の
か
。

宝
帝
宮
や
玄
丹
宮
が
他
の
宮
殿
と
比
べ
て

ど
こ
が
呉
質
な
の
か
。
こ
の
位
置
関
係
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
次
節
以
降
に
お
い
て
検
討
を
加
え
る
。

雌
一
宮
の
成
立

頭
部
九
宮
設
が
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
頃
に
は
、
頭
部
に
関
し
て
様

々
な
設
が
並
び
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら

れ
る
。
従
人
間
…
ょ
、
直
下
一
寸
幾
太
一
雄
官
。
太
極
宮
方
一
寸
耳
。
太
極

宮
在
六
合
宮
之
上
。
六
合
官
、
太
一
之
紳
居
駕
。
従
雨
眉
関
、

却
入
一
寸
潟
明
堂
。
却
入
二
寸
篤
洞
房
。
却
入
三
寸
篤
丹
因
。

其
明
堂
之
北
、
洞
房
之
南
、
雨
眉
之
関
上
一
寸
第
六
令
官
。
六

合
宮
方
一
寸
。

(HV 

(
『
洞
員
太
一
帯
君
太
丹
際
書
洞
同
県
玄
経
』

H
印¥
a
g
ω
r
H
e

使
人
面
南
向
、
従
爾
盾
関
、
直
北
却
入
深
一
寸
潟
明
堂
宮
。
二

寸
篤
洞
房
。
三
寸
震
丹
田
。
四
寸
盛
岡
流
珠
。
五
寸
篤
金
華
雌
一

洞
房
宮
、
或
日
三
一
万
五
老
賓
宮
。

(
『
洞
員
高
上
玉
-
帝
大
洞
雌
一
玉
検
五
老
賓
経
』
臼
印
¥
印
国
l
u
U
H
O
H
3

頭
部
九
官
の
存
忠
と
太
一

他
に
も
頭
の
各
部
位
に
様
々
な
名
穏
を
輿
え
た
経
典
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
二
つ
の
例
と
も
に
眉
開
か
ら
一

寸
ま
で
を
明
堂
、
二
寸
ま
で
を
洞
房
、
三
寸
ま
で
を
丹
田
と
す
る
貼

で
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
堂
、
洞
房
、
丹
田
と
い
う
三

〔
臼
)
宮
は
周
知
の
と
お
り
『
抱
朴
子
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
三
宮
の
み
に
言
及
す
る
経
典
は
貨
に
多
く
、
そ
の
敷
は
九
宮
全
て

に
言
及
す
る
経
典
の
数
を
堅
倒
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
抱
朴
子
L

で
は
次
の
よ
う
に
中
丹
田
、
下
丹
田
に

つ
い
て
は
直
接
そ
の
位
置
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
上

丹
田
は
明
堂
、
洞
房
と
と
も
に
そ
の
位
置
が
示
さ
れ
る
。

故
『
仙
経
」
日
、
子
欲
長
生
、
守
一
蛍
明
。
思
一
至
飢
、
一
典

之
糧
。
思
一
至
渇
、
一
興
之
撲
。
一
有
姓
字
服
色
。
男
長
九

分
、
女
長
六
分
。
或
在
一
瞬
下
二
寸
四
分

1
用
田
中
、
或
在
心
下

絡
官
金
闘
中
丹
田
也
、
或
在
人
雨
肩
関
、
却
行
一
寸
潟
明
堂
、

二
寸
震
洞
房
、
三
寸
震
上
丹
田
也
。
此
乃
是
道
家
所
重
、
世
世

歌
血
、

口
停
其
姓
名
耳
。

(
『
抱
朴
子
』
内
篇
倉
一
八
地
員

H¥N由
l
N
8
2
C

『
抱
朴
子
』
の
こ
の
箇
所
を
、

て
か
下
丹
田
、

中
丹
固
と
と
も
に
明

七



渡
部
九
宮
の
存
怒
と
太
一

堂
、
洞
房
、
上
丹
田
の
計
五
箆
所
を
巡
る
と
解
穆
で
き
な
く
も
な
い

iJ; 

ア
と
い
う
神
格
が
上
中
下
の
一
-
一
丹
田
を
巡
る
と
い
う
貼
が
こ
の

訟
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
明
堂
、
洞
一
房
は
上
丹

回
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
皐
な
る
目
印
に
す
ぎ
な
い
と
考

え
る
の
が
妥
蛍
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
堂
、
洞
房
と
呼
ば
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
宮
と
い
う
呼
稽
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
ま
た
多
義
性
を
も
っ
明
堂
と
、
頭
部
全
穫
の
呼
穏
と
し
て
も
用

(口)

い
ら
れ
る
洞
房
と
い
う
呼
稽
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
営
時
行
な
わ
れ
て
い
た
頭
部
に
劃
す
る
呼
稽
を
特
定
の
部
位
に

制
到
す
る
呼
穏
と
し
て
援
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宮
殿
の
呼
穏
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
頭
部

九
宮
設
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
明
堂
、
洞
房
は

上
丹
回
と
と
も
に
宮
殿
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
九
官
設
の

骨
格
と
な
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
頭
部
九
宮
設
は
『
抱
朴
子
』
の
一
一
一

一
設
か
ら
設
展
し
た
、
上
丹
田
の
存
思
の
一
種
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
九
宮
設
と
し
て
成
立
し
た
後
に
も
、
こ
れ
が

上
丹
田
の
存
思
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
上
清
紳
賓
洞
房

員
議
上
経
』
に
、
頭
部
の
九
宮
に
制
到
底
さ
せ
る
べ
く
中
丹
回
、
下
丹

1¥ 

回
に
も
九
宮
を
設
定
し
た
読
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き

る
た
だ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
衣
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
『
抱
朴
子
』

で
は
様
々
な
存
思
法
の
う
ち
で
守
一
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
は
述
べ

る
も
の
の
、
守
一
は
あ
く
ま
で
も
丹
薬
を
服
用
し
て
神
仙
と
な
る
修

行
の
補
助
手
段
で
あ
っ
て
、
守
一
そ
れ
自
穫
が
得
仙
法
と
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

抱

朴

子

目

、

「

師

言

、

服

金

丹

大

紫

、

百

邪

不

近

也
。
若
但
服
草
木
及
小
小
餌
八
石
、
適
可
令
疾
除
命
盆
耳
、
不

足
以
議
外
来
之
調
也
。
或
震
鬼
所
胃
犯
、
或
潟
大
山
紳
之
所
軽

凌
、
或
居
跡
精
魅
所
侵
犯
。
唯
有
守
員
一
、
可
以
一
切
不
畏
此
輩

難
未
去
世
、

也
。
決
則
有
帯
神
符
。

哉
。
四
門
而
関
其
二
寸
盗
猶
得
入
、
況
奇
盟
関
者
邪
」
。

若
了
不
知
此
二
事
以
求
長
生
、

危
尖

こ
れ
に
謝
し
て
、

(
『
抱
朴
子
』
内
篇
各
一
八
地
員
由
¥
回
目
l
N
h品
。

印

)

(
回
目

)
¥
ω
u
i

『
大
有
妙
経
』

に
は

「
修
之
者
榊
仙
」

色
町
三
田
)
あ
る
い
は
「
千
齢
不
知
老
」

(
N
ぞ
お
ム
8
2
3
と
い
っ
た

記
述
が
あ
り
、
頭
部
九
宮
の
存
思
そ
の
も
の
が
得
仙
法
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
既
に
確
認
し
た
と
お
り
、
一
が
上
中
下
の
三
丹
田



を
巡
る
と
い
う
『
抱
朴
子
』
の
設
と
は
異
な
り
、
頭
部
九
宮
設
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
宮
殿
に
司
紳
が
宿
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

頭
部
九
宮
設
へ
の
展
開
に
お
い
て
は
、
間
早
に
宮
殿
の
数
が
三
か
ら
九

へ
と
惜
唱
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
存
思
法
そ
の
も
の
を
得
仙
法
と
す
る

黙
で
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
司
神
が
宿
る
と
す

る
時
間
で
、
『
抱
朴
子
』
と
は
異
な
る
組
問
自
の
渓
展
を
遂
げ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
掲
げ
た
『
五
老
賓
経
』
で
は
眉
閃
か
ら
五
寸
の
と
こ

ろ

つ
ま
り
頭
部
九
官
設
に
一
言
う
玉
帝
宮
に
相
嘗
す
る
場
所
を
金
華

雌
一
洞
房
官
、

あ
る
い
は
三
元
五
老
賓
宮
と
呼
ん
で
い
た
。
「
五
老

質
経
』
で
は
先
に
掲
げ
た
箇
所
に
先
立
つ
部
分
に
お
い
て
、
こ
の
金

華
雌
一
洞
房
宮
に
=
一
素
高
元
君
、
す
な
わ
ち
紫
素
左
元
君
、
寅
素
中

央
元
君
、
白
素
右
一
克
君
と
い
う
三
神
が
宿
る
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の

コ
立
耐
川
の
子
供
は
そ
れ
ぞ
れ
宏
英
元
素
君
、
中
央
黄
老
君
、
白
素
洞
陽

君
と
い
う
紳
々
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

按
、
幸
夫
・
黄
老
・
白
元
君
、
乃
三
素
高
元
事
ι子
、
是
太
素

三
元
君
之
孫
也
。
虚
結
空
胎
、
葱
華
而
生
誕
。
亦
在
官
向
上
上
清

賓
素
九
玄
玉
皇
天
中
、
乃
下
入
洞
房
、
輿
己
身
倶
昇
。

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

〈
『
五
老
質
経
』
印
¥
S
l
u
g
r
s
)

三
素
高
元
君
の
子
供
と
さ
れ
る
三
紳
は
洞
房
宮
に
宿
る
無
英
、
黄

老
、
白
元
と
同
じ
紳
を
指
す
と
見
ら
れ
、
従
っ
て
こ
こ
に
提
示
さ
れ

た
母
子
関
係
は
、
金
華
雌
一
洞
房
宮
の
洞
房
宮
に
劃
す
る
優
越
を
宣

つ
ま
り
、
『
五
老
賓
経
』

言
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

で
は
洞
房
宮

と
い
う
男
性
の
一
仰
が
宿
る
宮
殿
に
劃
し
て
、
そ
れ
に
優
越
す
る
金
華

雌
一
洞
房
宮
と
い
う
宮
殿
を
創
り
出
す
に
嘗
た
っ
て
、
そ
こ
に
無

英
、
黄
老
、
白
元
の
母
親
が
宿
る
と
す
る
読
を
唱
え
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
五
老
質
経
』
は
上
段
の
宮
殿
に
つ
い
て
の
記
述
の
な
い
、

い
わ
ば
頭
部
王
宮
設
だ
が
、
『
抱
朴
子
』
に
見
ら
れ
た
明
堂
、
洞
一
房
、

丹
田
の
三
宮
か
ら
九
宮
へ
の
過
渡
期
に
、
三
宮
に
流
珠
宮
と
金
華
雌

一
洞
房
宮
と
を
加
え
た
五
宮
設
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
か
ら
女
性
の
紳
が
宿
る
雌
一
宮
の
数

が
増
え
て
い
き
、
雄
一
宮
が
四
つ
に
増
や
さ
れ
た
際
に
名
稽
も
玉
帝

宮
と
改
め
ら
れ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
位
置
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ

た
た
め
に
、

玉
帝
官
が
雌
一
四
宮
の
う
ち
で
唯
一
下
段
に
位
置
す
る

結
果
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
金
華
雌
一
洞

九



頭
部
九
宮
の
存
恩
と
太
一

房
宮
に
宿
る
紳
も
三
素
高
元
君
か
ら
玉
清
一
柳
母
へ
と
代
わ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
位
置
に
は
三
素
高
元
君
が
宿
る
と
い
う
『
五
老
賓

経
』
の
考
え
方
、
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
ら
し
く
、
園
2
の
『
金

華
玉
経
』
の
固
に
お
い
て
は
、
下
段
の
最
も
奥
の
宮
殿
に
三
醐
胞
の
一
柳

を
描
い
て
い
る
。

雌
一
四
宮
に
宿
る
紳
々
に
関
す
る
設
が
比
較
的
渥
く
、
あ
る
限
ら

れ
た
時
期
に
ま
と
ま
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
大
有

妙
経
』
に
お
い
て
雄
一
宮
に
関
す
る
記
述
が
比
較
的
整
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
雄
一
宮
に
宿
る
神
々
が
流
珠
宮
の
流

珠
良
一
肺
を
除
け
ば
他
の
経
典
に
も
見
え
る
紳
々
で
あ
る
の
に
射
し
、

雌
一
宮
に
宿
る
紳
々
は
他
の
経
典
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
『
大

洞
員
経
』
に
設
か
れ
る
よ
う
な
上
清
汲
の
神
々
の
系
譜
に
つ
な
が
ら

な
い
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
紳
々
は
何
ら

か
の
思
想
的
背
景
を
伴
っ
て
そ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
う
よ

り
、
数
を
合
わ
せ
、
記
述
に
統
一
性
を
も
た
せ
る
と
い
う
意
園
の
も

と
で
考
え
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う

に
、
そ
の
元
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
記
述
を
『
洞
良
太
上
道
君
元
丹
上

経
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

。

子
欲
合
一
柳
丹
者
、
嘗
存
此
紳
形
色
。
男
長
九
寸
九
分
、
著
五
色

玄
黄
素
霊
之
綬
、
頭
戴
七
賓
朱
玉
之
慣
、
冠
五
極
進
賢
之
冠
。

居
五
上
之
上
、
太
極
朱
官
、

七
賓
之
府
、

五
霊
郷
、
玄
元
里
。

姓
廉
、
名
街
、
字
荒
彦
。
女
長
六
寸
六
分
、
著
書
円
賓
紳
光
錦
繍

霜
回
線
九
色
之
綬
、
頭
戴
玄
黄
準
賢
之
冠
。
居
売
上
之
上
、
昆
橋

太
幽
宮
中
、
明
堂
神
府
、
九
光
郷
、
太
化
里
、
姓
療
、
名
岡
、

(
『
洞
員
太
上
道
君
元
丹
上
経
』

H
q
g
i由
足
。
白
)

字
弼
預
。

思
存
玉
清
榊
母
、
姓
康
、
名
街
、
字
荒
彦
。
長
九
寸
九
分
、
着

玄
黄
素
霊
之
綬
、
頭
戴
七
稽
珠
玉
之
齢
者
、
冠
無
極
進
賢
之
冠
。

居
売
上
之
上
、
太
極
朱
宮
中
、
七
賓
之
府
、
五
墾
郷
、
玄
元

里
、
下
治
兆
身
玉
帝
宮
中
。
上
清
員
女
、
姓
版
、
名
問
、
字
弼

類
。
長
六
寸
六
分
、
著
主
円
賓
紳
光
錦
繍
霜
羅
九
色
之
綬
、
頭
戴

玉
賓
飛
雲
之
髪
、
冠
玄
黄
進
賢
之
冠
。
居
克
上
之
上
、
太
上
島

相
官
太
幽
宮
中
、
明
堂
府
、
九
光
郷
、
大
化
里
、
下
治
兆
身
天
庭

宮
中
。

(
『
大
有
妙
経
L

N

臼¥
ω
u
S
ご
乙
臼
)

『
元
丹
上
経
』
は
『
大
有
妙
経
』
と
内
容
的
に
重
な
り
合
う
部
分
が

多
い
『
大
有
妙
経
』
の
異
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
箇
所
は
績

い
て
掲
げ
た
『
大
有
妙
経
」
と
は
全
く
異
な
る
文
脈
の
な
か
の
一
節



で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
爾
者
の
記
述
を
比
べ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に

『
元
丹
上
経
』
の
「
男
長
九
寸
九
分
」
以
下
の
姓
や
名
は
玉
清
紳
母

の
そ
れ
と
一
致
し
、
「
女
長
六
寸
六
分
」
以
下
は
上
清
員
女
の
姓
や

名
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

し
か
も
紳
々
の
姿
ゃ
、
そ
の
宿
り
に
闘
す
る

記
述
も
酷
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
『
元
丹
上

経
』
で
は
こ
れ
ら
の
紳
々
は
丹
薬
を
錬
る
際
に
存
思
す
べ
き
釣
象
で

あ
っ
て
頭
部
に
宿
る
一
脚
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雌
一
宮
の
存
思
と
は

何
ら
関
係
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
ヨ
万
丹
上
経
』

の
立
場
、
が
、
頭
部
の
神
々
に
刑
判
す
る
存
思
を
得
仙
法
そ
の
も
の
と
す

る
『
大
有
妙
経
』
の
段
階
よ
り
も
、
守
一
を
丹
薬
に
よ
る
長
生
術
の

補
助
手
段
と
し
て
い
た
『
抱
朴
子
』
の
段
階
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

も
と
も
と
「
男
長
九
寸
九
分
」
と
い
う
よ
う
に
男
性
の
紳
で
あ
っ

た
も
の
が
女
性
の
紳
と
し
て
頭
部
九
宮
設
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
興
味
深
い
が
、
そ
も
そ
も
頭
部
九
宮
を
雌
一
、
雄
一
に
分
け

る
考
え
方
が
ど
の
時
期
に
成
立
し
た
か
定
か
で
は
な
く
、

『
上
清
太
上
関
天
龍
矯
経
』
巻
五
に
は
「
玉
清
一
神
君
」
「
上
清
一
紳
君
」

例
又-
fj:_ 

「
太
極
神
君
」
と
い
う
男
性
の
神
を
思
わ
せ
る
呼
稽
が
見
ら
れ
る
。

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

こ
れ
も
雌
一
四
宮
に
宿
る
神
々
に
関
す
る
読
が
比
較
的
運
い
時
期
に

な
っ
て
定
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う

玄
丹
宮
と
太
一

既
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
頭
部
九
宮
設
で
は
雄
一
宮
の
う
ち
で
玄

丹
宮
だ
け
を
上
段
に
配
置
し
て
い
る
。
雄
一
宮
の
う
ち
で
玄
丹
宮
を

特
別
祝
す
る
考
え
方
は
、
先
述
の
陶
弘
景
に
よ
る
九
官
の
順
位
付
け

に
も
表
わ
れ
て
い
た
が
、
『
大
有
妙
経
L

に
も
女
の
よ
う
な
例
が
見

ら
れ
る
。其
明
堂
・
洞
房
・
丹
田
・
流
珠
四
宮
之
経
、
皆
一
柳
仙
鴛
異
人
之

道
。
道
俸
於
世
。
其
玄
丹
官
経
、
亦
田
県
官
司
命
之
要
言
、
四
宮

之
領
宗
会
。
此
一
経
、
須
太
極
一
帝
君
告
可
興
、
乃
輿
之
也
。

(
『
大
有
妙
経
L
H由
¥
u
u
ち

由

r
H
3

し
か
し
玄
丹
宮
が
雄
一
五
宮
を
統
べ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

は
、
そ
れ
が
上
段
に
配
置
さ
れ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

配
置
は
、
雌
一
宮
の
う
ち
で
唯
一
下
段
に
位
置
す
る
玉
一
帝
宮
に
つ
い

て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
玄
舟
宮
の
成
り
立
ち
と
深
い
関
わ
り



頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

が
あ
る
。

百
一
柳
之
命
根
。
是
以
胃
池
櫨

方
以
受
物
、
脳
官
員
虚
而
遁
真
。
:
・
徳
備
天
地
、
混
同
太
玄
、

夫
三
一
者
、
乃
一
身
之
霊
宗
、

故
名
之
日
泥
丸
0

・
:
爾
居
間
上
、
却
入
一
寸
震
明
堂
宮
、
却
入

三
寸
信
用
洞
房
、
却
入
三
寸
震
丹
回
。
丹
田
直
上
、
昨
方
一
寸
、

潟
玄
丹
脳
精
泥
丸
魂
宮
。
(
『
大
有
妙
経
』
H
U
¥
ω
?
ち
在
日
)

こ
こ
で
は
二
二
か
ら
読
き
始
め
て
、
脳
宮
た
る
泥
丸
の
舎
さ
を
明

ら
か
に
し
た
う
え
で
、
コ
一
宮
と
併
せ
て
玄
丹
脳
精
泥
丸
魂
宮
と
い
う

呼
穏
で
玄
丹
宮
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
夫
一
一
一
一
者
」
と

い
う
書
き
出
し
か
ら
す
れ
ば
、
『
抱
朴
子
』
と
同
じ
く
、
そ
の
記
述

の
重
黙
は
丹
田
に
お
か
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
丹
田

さ
え
も
玄
丹
宮
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
目
印
と
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
ず
、
玄
丹
宮
こ
そ
が
脳
宮
の
中
心
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

マコ
ま

り
、
一
一
一
一
か
ら
設
き
始
め
て
玄
丹
宮
に
設
き
及
ぶ
こ
の
一
節
は
、
丹

田
の
位
置
に
重
き
が
置
か
れ
る
抱
朴
子
の
表
現
を
踏
襲
し
つ
つ
、
さ

ら
に
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
し
て
玄
丹
宮
を
提
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
ロ宮
を
超
え
る
位
置
に
玄
丹
宮
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
意
固
が

明
確
に
表
わ
れ
た
こ
の
例
に
つ
い
て
、
そ
の
元
に
な
っ
た
と
見
ら
れ

る
記
述
を
同
じ
『
大
有
妙
経
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

雨
眉
関
上
、
却
入
一
寸
篤
明
堂
。
却
入
二
寸
鋳
洞
房
。
却
入
三

寸
矯
丹
田
泥
丸
宮
。
:
:
:
丹
田
泥
丸
官
、
正
四
方
、
面
各
一
寸
。
(
印
)

存
紫
げ
河
川
衝
天
、
紫
品
市
中
有
日
象
、
園
九
寸
、
外
映
照
九
高
里
。

(
『
大
有
妙
経
』
臼
凶
¥
8
1品
H
O
O
H〉

」
の
一
節
は
『
大
有
妙
経
』
の
「
太
上
大
澗
守
一
内
経
法
」
と
い
う

章
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
頭
部
九
宮
設
を
説
く
章
と

は
明
ら
か
に
成
立
時
期
を
異
に
す
る
こ
の
章
で
は
、
頭
部
九
宮
全
燈

に
つ
い
て
は
読
か
れ
ず
、
三
宮
に
鏑
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ

とれ
か 1亡
ら績
、く

辺箇

訴虫
Z A 
か盟
らも白
百丸

嵩宮
主主
説互
へ竺〉

の私
設宿
展る
段と
階し
にて
位い
置る
す ζ

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
者
の
例
に
見
ら
れ
る
丹
田
泥
丸
宮
と
い
う
呼
稽
は
、
績
く
筒
所

に
お
い
て
中
丹
田
に
相
蛍
す
る
絡
宮
と
下
丹
固
に
相
営
す
る
命
門
丹

田
宮
と
い
う
呼
稀
が
示
さ
れ
る
の
に
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
提
示
さ
れ

つ
ま
り
、
上
丹
田
が
宮
殿
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た

た
も
の
、

め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
前
者
の
例
で
は



極
め
て
よ
く
似
た
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
「
丹
田
直
上
」
と
い
う
句

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
玄
丹
宮
の
位
置
を
明
ら
か
に
す

る
文
に
書
き
換
え
、

さ
ら
に
玄
丹
踏
精
泥
丸
魂
宮
と
い
う
呼
穏
を
創

り
出
し
て
、
こ
れ
を
玄
丹
宮
の
国
間
穏
と
し
て
い
る
。
後
者
の
例
に
見

ら
れ
る
「
存
紫
恭
一
衝
天
、
紫
蒸
中
有
日
一
割
と
い
う
存
思
に
関
す
る

表
現
が
、
後
に
燭
れ
る
玄
丹
宮
の
存
思
と
し
て
設
か
れ
る
内
容
に
通

ず
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
丹
田
泥
丸
官
の
存
思
が
玄
丹

宮
の
存
思
の
原
型
と
な
っ
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
夫

一
一
一
一
者
」
か
ら
読
き
始
め
て
玄
丹
官
に
設
き
及
ぶ
前
者
の
不
自
然
な

記
述
は
、
も
と
も
と
丹
田
泥
丸
宮
の
存
思
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た

技
法
を
玄
丹
官
の
存
思
と
し
て
取
り
込
も
う
と
す
る
意
園
の
も
と

で
、
丹
田
泥
丸
宮
に
関
す
る
記
述
を
書
き
換
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
、
「
丹

田
直
上
」
に
玄
丹
宮
を
置
く
読
を
唱
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
頭
部
九

宮
設
が
=
二
設
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
る
存
思
法
を
提
示
す

る
に
あ
た
っ
て
、
三
一
設
で
最
も
重
要
な
丹
田
を
超
え
る
位
置
に
玄

丹
宮
を
置
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
同
時
に
、
守
=
二
を
超
え
る
も
の

と
し
て
玄
丹
宮
の
存
思
を
提
示
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

頭
部
九
宮
の
存
患
と
太
一

る

こ
の
よ
う
に
前
者
の
例
に
お
い
て
は
、
結
果
的
に
、
三
一
の
存
思

と
し
て
明
堂
、
洞
房
と
と
も
に
丹
田
が
提
示
さ
れ
、
さ
ら
に
玄
丹
宮

が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
推
し
て
、
先
に
指
摘
し
た
『
五
老
賓
経
』
の
五
官
設
と
は
異
な
る

系
統
で
、
コ
一
宮
に
玄
丹
宮
を
加
え
た
四
宮
設
が
行
な
わ
れ
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
四
宮
は
『
抱
朴
子
」
の
一
一
一

一
設
に
設
か
れ
る
一
一
一
宮
と
玄
丹
宮
と
い
う
こ
つ
の
系
統
の
存
思
法
が

組
み
合
わ
さ
れ
て
頭
部
九
宮
設
に
取
り
込
ま
れ
た
ら
し
く
、
次
の
よ

う
な
文
が
見
ら
れ
る
。

行
玄
丹
之
道
、
守
一
一
一
一
之
訣
、
営
常
守
四
宮
雌
員
一
之
榊
、
衣

服
、
形
影
、
名
語
、
郷
居
所
在
。
〈
『
大
有
妙
経
』

N
U
¥
8
1
8
2
H
U〉

こ
の
例
は
、

玉
一
帝
宮
に
相
営
す
る
金
華
雌
一
洞
房
官
が
比
較
的
早
く

現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
劉
し
、
雌
一
四
宮
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
の
は
玄
丹
宮
の
存
思
の
成
立
後
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て

も
注
目
す
べ
き
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
頭
部
九
宮
設
が
ま

と
め
ら
れ
る
際
に
、
雌
一
の
存
思
と
と
も
に
一
二
一
の
存
思
と
玄
丹
の

一一一一一一



頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

存
思
と
い
う
こ
つ
の
系
統
が
そ
こ
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
お
り
、
玄
丹
官
の
存
思
の
位
置
付
け
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い

-
も
の
で
あ
る
。

さ
て

玄
丹
宮
の
存
思
は
「
亦
可
専
修
此
道
、

不
必
須
守
三
一

也
」
(
『
大
有
妙
経
』

N
q
aーさ
Z
H②
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
守
一
一
一

一
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
、
頭
部
九
宮
の
中
心
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
丹
田
宮
の
存
思
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
た
存
思
法
に
基
づ
い
て
創
り
出
さ
れ
た
以
上
、
玄
丹
宮
は

そ
の
ま
ま
で
溺
自
性
を
も
ち
得
る
は
ず
は
な
く
、
従
っ
て
、
そ
れ
を

丹
田
宮
に
優
越
す
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
有
力
な
根
擦
に
乏
し
い

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
な
が
ら
、
守
一
一
一

一
を
超
え
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
理
由
と
し

て
、
『
紫
陽
員
人
内
侍
』
に
見
ら
れ
る
衣
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

玄
一
汁
者
泥
丸
一
明
其
義
山
山
『
太
上
素
霊
経
』
。
守
三
一
、
得
潟

地
仙
。
守
洞
房
、
得
策
員
人
。
守
玄
丹
、
升
太
徴
宮
也
。

(
「
紫
陽
員
人
内
俸
』
に
¥
町
出
品
目
。
。

こ
こ
に
一
言
う
「
守
二
一
一
」
、
「
守
洞
房
」
、
「
守
玄
丹
」
を
文
字
通
り

に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
『
抱
朴
子
』
に
設
か
れ
る
一
一
一
一
の
存
思
と
、

四

『
紫
陽
異
人
内
停
』
に
詳
説
さ
れ
る
洞
房
宮
の
存
思
、
そ
し
て
そ
れ

ら
よ
り
も
さ
ら
に
高
女
の
存
思
法
と
し
て
の
玄
丹
宮
の
存
思
と
い
う

三
段
階
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
も
や

は
り
玄
丹
宮
の
存
恩
が
最
上
位
に
置
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
玄
丹

宮
の
存
恩
が
天
界
へ
の
飛
昇
を
目
指
す
技
法
と
さ
れ
て
い
る
黙
に
特

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

『
紫
陽
長
人
内
惇
』
で
は
員
人
に
な
る
技
法
と
さ
れ
て
い
る
洞
房

の
存
思
が
、
『
大
有
妙
経
』
で
は
「
飛
良
之
道
L

公
印
¥
包
ム
c
Z
N
)

と

位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
黙
で
は
「
升
太
微
宮
」
と
の
差
異
が

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
三
一
の
存
思
を
地
仙
と
な
る
た
め
の

技
法
と
す
る
考
え
は
、
丹
田
宮
の
存
思
を
「
地
民
之
要
路
」
〈
H
閉
¥
8
1

ち
宮
町
)
で
あ
る
と
す
る
『
大
有
妙
経
』
の
設
に
合
致
す
る
。
ま
た
、

三
宮
の
う
ち
で
残
る
ひ
と
つ
の
明
堂
宮
の
存
思
は
、
『
大
有
妙
経
』

に
お
い
て
「
若
道
士
恐
畏
、
存
三
一
肺
」

。品
¥
8
1
怠

t
N〉
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
修
行
中
の
遁
土
が
困
難
に
陥
ち
入
っ
た
際
に
行
な
う
ベ

き
存
思
法
と
し
て
設
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
宮
の
存
思

は
明
ら
か
に
地
上
世
界
で
生
き
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
技
法
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
濁
し
て

「
末
存
之



者
、
先
進
其
軽
、
後
行
英
霊
也
」

言
わ
れ
、
最
後
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
玄
丹
官
の
存

(
『
大
有
妙
経
』
H
由

¥
8
1
8日

re
と

思
に
は
、
『
紫
陽
員
人
内
停
』
の
言
及
と
同
じ
く
、

天
界
へ
の
指
向

が
開
閉
著
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
原
文
の
引
用
は
省
略
す
る
が

『
大
有
妙
綬
』
に
読
か
れ
る
玄
丹
宮
の
存
思
の
概
略
を
示
せ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

ま
ず
北
極
星
の
気
が
下
っ
て
き
て
玄
丹
宮
に
入
り
、

さ
ら
に
そ
の

気
の
な
か
に
太
陽
が
下
っ
て
く
る
様
子
を
存
思
す
る
。
次
に
そ
の
太

陽
の
中
に
上
清
中
寅
太
一
員
君
が
下
っ
て
く
る
様
子
と
、
自
分
の
身

穫
が
自
分
の
頭
の
中
に
あ
る
玄
丹
宮
へ
上
昇
し
て
い
き
、
そ
こ
に
下

っ
て
き
て
い
る
太
一
員
君
の
前
に
座
る
様
子
を
存
思
す
る
。
そ
し
て

そ
こ
で
太
一
員
君
か
ら
神
仙
に
な
り
、
不
老
長
生
に
な
る
方
法
を
授

か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
玄
丹
宮
は
天
上
世
界
が
投
影
さ
れ
た

天
の
締
画
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
北
斗
七
星
の
中

の
赤
い
気
が
玄
丹
宮
に
下
っ
て
き
た
と
き
に
、
太
一
と
と
も
に
太
陽

に
乗
り
、
赤
い
気
を
辿
っ
て
北
斗
七
星
に
至
り
、
そ
こ
に
休
む
様
子

を
存
思
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
思
法
を
十
四
年
行
な
え
ば
、

今
度
は
単
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
だ
け
で
な
く
、
寅
際
に
太
一
と
共
に
北

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

斗
七
星
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
十
八
年
に
な
れ

使ば
で
き天
る界
よの
う宮
に殿
なで
る書
と物
さや
れお
る盆ふ
。)だ

を
g 
Jι 

け
取
り

玉
童
玉
女
を
役

こ
こ
に
見
ら
れ
る
玄
丹
宮
の
存
思
は
天
界
へ
昇
り
、
天
界
で
生
き

る
こ
と
を
目
指
す
技
法
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
存
思
法
を
備
え
た
玄
丹
宮
を
頭
部
九
官
設
の
中
心
に
据
え
た
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
存
思
法
の
最
終
目
標
が
天
界
に
昇
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

一
般
に
人
櫨
を
自
然
界
に
封
麿
さ
せ
る
場
合
、
頭
部
は
天
に
比
定

さ
れ
る
。
従
っ
て
頭
部
と
天
と
の
閥
聯
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易

で
あ
り
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
頭
部
九
宮
設
が
『
易
綜

乾
撃
度
』
巻
下
に
設
か
れ
る
天
の
九
官
設
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る

見
方
も
首
肯
さ
れ
る
。
『
乾
撃
度
』
に
見
ら
れ
る
天
の
九
宮
設
に
は

「
故
太
一
取
其
数
、
以
行
九
宮
」
と
あ
っ
て
、
太
一
が
天
界
の
九
つ

(ち

の
領
域
を
巡
る
と
さ
れ
て
お
り
、

一
と
い
う
紳
格
が
上
中
下
の
三
丹

田
を
巡
る
と
す
る
『
抱
朴
子
』
の
一
一
一
一
読
と
の
類
似
黙
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
頭
部
九
官
設
が
一
一
一
一
一
説
か
ら
設
展
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
天
の
九
宮
設
と
の
閥
聯
を
指
摘
す

五



頭
部
九
宮
の
存
思
と
太

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
天
の
九
宮
設
が
太
一
の
巡
行
を
説
く
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宮
殿
に
司
紳
が
宿
る
と
す
る
頭
部
九
官
設
と
直
接
に
つ

な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
『
登
民
隠
訣
』
陶
弘
景

注
に
は
「
凡
上
清
太
微
中
之
九
宮
、
則
有
員
君
居
之
。
故
人
頭
亦
設

此
位
、
以
相
膝
耳
」
(
処
罰

l
g
=
ロ
)
と
あ
り
、
天
の
九
宮
に
お
い

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
殿
に
宿
る
紳
を
想
定
す
る
設
が
あ
っ
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
太
一
が
九
宮
を
巡
る
と
す
る
天
の
九

宮
読
か
ら
頭
部
九
官
設
へ
と
直
接
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
雨

者
の
関
に
、
九
宮
そ
れ
ぞ
れ
に
司
紳
が
宿
る
と
す
る
も
う
一
つ
の
天

の
九
官
設
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
黙
に
注
意
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
頭

部
九
官
設
が
考
え
ら
れ
た
背
景
に
は
天
の
九
宮
設
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
頭
部
の
存
思
を
天
界

に
昇
る
方
法
と
す
る
た
め
に
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
頭
部
を
天
界
の

完
全
な
縮
固
と
す
る
た
め
に
は
、
単
に
宮
殿
の
敷
が
同
じ
と
い
う
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
天
と
頭
部
と
を
結
ぶ
橋
渡
し
役
と
し
て
、

天
界
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
紳
を
頭
部
に
取
り
入

ム

ノ、

れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
橋
渡
し
役
こ
そ
が
天
の
九
宮
を
巡
る
と
さ

れ
、
ま
た
玄
丹
宮
の
存
思
に
お
い
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
太
一

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
玄
丹
宮
を
中
心
に
据
え
た
と
い
う
こ
と

は
、
天
の
九
官
設
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
太
一
を

頭
部
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
頭

部
と
天
と
の
密
接
な
鈎
底
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
意
園
の
表
わ

れ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

太
一
を
天
と
頭
部
と
を
つ
な
ぐ
重
要
な
鍵
と
し
て
捉
え
る
考
え
方

は
蛍
時
庚
く
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
頭
部
九
宮
読
と
直
接
に
は

関
係
し
な
い
も
の
の
、
衣
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。

世
人
謝
過
、
乃
叩
頭
縛
類
。
此
外
法
也
。
若
修
此
法
、
若
修
行

三
一
、
守
洞
房
一
帝
君
、
奉
太
一
者
、
慎
不
可
以
叩
頭
縛
頬
也
。

夫
人
叩
頭
者
、
驚
三
魂
、
擾
泥
丸
、
惨
紫
房
、
傾
帝
君
也
0

・・

若
所
行
所
念
、
但
心
存
叩
頭
捧
頬
、
亦
内
解
於
心
中
失
。
仙
人

存
心
奔
而
己
、
不
形
屈
也
。
(
可
太
丹
隠
一
童
日

L
u
q
u
M
i
g
-
Z〉

凡

存

修

太

一

之

事

、

慎

不

可

叩

頭

。

兆

叩

頭

者
、
則
傾
九
天
、
動
千
員
、
神
宮
廻
覆
、
泥
丸
倒
懸
、
天
一
帝
続

於
上
府
、
太
一
泣
於
中
因
。
敷
如
此
者
、
則
存
念
無
盆
、
・
・
是

欲
有
所
薩
願
、



潟
太
上
五
紳
之
至
忌
也
。
故
古
之
異
人
、
但
心
存
叩
頭
運
精
、

(
「
上
清
太
上
黄
素
四
十
四
方
経
』
H
H
¥
忠
1叶
由

rs〉

こ
れ
ら
の
例
は
、
叩
頭
と
い
う
儀
種
と
し
て
頭
を
打
ち
付
け
る
こ
と

は
九
天
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
と
じ
て
、
そ
れ
を
戒
め
る
記
述
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
頭
が
天
界
の
縮
園
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
そ
し
て
太
一
が
宿
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
頭

部
を
重
視
す
る
考
え
方
が
設
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
太
一
が

頭
部
と
天
と
を
結
ぶ
重
要
な
鍵
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
基
本
と
な
っ

て
提
示
さ
れ
た
設
で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
掲
げ
た
『
太
丹
瞬
間
書
』
は
太
一
に
闘
す
る
存
思
を

詳
し
く
説
い
た
経
典
で
あ
る
。
こ
の
『
太
丹
隠
書
』
に
は
第
二
節
の

冒
頭
に
掲
げ
た
資
料
で
確
認
し
た
と
お
り
、
頭
部
に
六
合
宮
と
い
う

宮
殿
を
設
定
す
る
設
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
六
合
宮
に
宿
る
と
さ
れ

る
の
も
他
な
ら
ぬ
太
一
で
あ
る
。
六
合
宮
の
位
置
は
頭
部
九
宮
訟
に

お
け
る
天
庭
宮
の
位
置
に
相
蛍
し
、
玄
丹
宮
の
位
置
と
は
一
致
し
な

い
が
、
六
合
宮
の
存
思
と
し
て
北
斗
七
星
を
手
が
か
り
と
し
て
天
界

に
昇
る
こ
と
、
そ
し
て
、
太
一
と
一
樫
化
し
て
天
界
を
巡
る
こ
と
が

誘
か
れ
る
な
ど
、
六
合
宮
と
玄
丹
官
の
関
に
は
密
接
な
関
係
が
認
め

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

ら
れ
る
。
頭
部
九
宮
設
は
蛍
時
行
な
わ
れ
て
い
た
様
々
な
存
思
法
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
一
や
洞
房
の
存
思
と
い
っ
た
も
の
を
包

括
し
、
そ
れ
ら
を
超
え
る
存
思
法
を
編
み
出
そ
う
と
し
た
も
の
と
言

え
る
。
そ
し
て
そ
の
存
思
法
の
構
築
に
営
た
っ
て
は
、
天
の
九
宮
を

巡
る
太
一
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
、
天
の
九
宮
と
の
鈎
慮
関
係
を

完
成
し
、
天
界
の
縮
固
と
し
て
の
頭
部
の
存
思
を
作
り
上
げ
よ
う
と

意
聞
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
頭
部
九
宮

設
は
完
全
な
燈
系
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
組
み
込
ま
れ
た
設
の
一
つ
一
つ
は
蛍
時
の

上
清
汲
の
朕
況
を
俸
え
る
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
特
に
太
一

(
叫
)

な
ど
上
清
汲
で
重
視
さ
れ
る
神
々
が
存
思
に
お
い
て
果
た
す
役
割
や

そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
頭
部
九
官
設
は
注
目
す
べ
き
資
料
を
提
供
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
黙
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

T註
一文
九串山
八部回
九利
年一明
、壬九氏
八「
八泥
年丸
、く九

品富
房考
神」
存 Q

号喜
」皐

害警
護八
2喜
十大
四皐

七



頭
部
九
宮
の
存
患
と
太
一

(
2
〉
以
下
、
『
洞
員
太
上
素
震
洞
元
大
有
妙
経
』
を
『
大
有
妙
経
』
と
呼

稽
す
る
。
こ
の
ほ
か
の
経
典
に
つ
い
て
も
、
再
出
し
た
場
合
に
は
特
に

断
わ
り
無
く
略
椿
を
用
い
る
。

〈

3
〉
前
掲
の
山
田
氏
「
泥
丸
九
官
設
考
」
一

O
四
頁
な
ど
。

(

4

)

『
大
有
妙
経
』
は
そ
の
冒
頭
に
一
応
さ
れ
る
ご
と
く
、
「
一
一
一
洞
混
一
克
内
民

第
生
官
挽
賓
名
」
「
太
上
道
君
守
三
元
良
一
経
」
「
太
上
道
君
守
元
丹
上

経
」
「
四
宮
雌
長
一
内
神
費
名
玉
訣
」
「
太
上
大
洞
守
一
内
経
法
」
「
太

上
三
九
素
謡
曲
P
耐
訣
」
「
太
員
隠
朝
求
仙
上
法
」
「
太
上
九
良
明
科
」

「
太
帯
君
旧
国
大
有
妙
讃
」
の
九
章
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
頭
部
九
宮
訟

を
説
く
の
は
第
三
章
の
「
太
上
道
君
守
元
丹
上
経
」
と
第
四
一
章
の
「
四

宮
雌
良
一
内
紳
費
名
玉
訣
」
で
あ
る
が
、
「
登
具
隠
訣
』
に
は
こ
の
第

四
章
に
劉
臆
す
る
部
分
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。

(

5

)

『
大
有
妙
経
』
の
異
木
の
う
ち
、
正
統
道
蔵
に
枚
め
ら
れ
、
か
つ
頭

部
九
雪
読
を
説
く
部
分
に
劃
廃
す
る
箇
所
を
備
え
る
も
の
に
『
洞
員
太

上
道
君
元
丹
上
経
』
『
上
清
素
震
上
篇
』
『
上
清
明
堂
玄
丹
田
県
経
』
が
あ

る
。
『
上
清
明
堂
玄
丹
員
経
』
は
要
一
貼
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
守
上

清
素
震
上
篇
』
は
「
太
上
道
君
守
元
丹
上
経
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
備

え
る
。
そ
し
て
最
初
に
掲
げ
た
『
洞
員
太
上
道
君
元
丹
上
経
』
は
「
太

上
九
員
明
科
」
な
ど
他
の
章
に
劉
態
ず
る
部
分
を
含
む
。
紙
幅
の
関
係

で
詳
述
を
避
け
た
が
、
こ
の
『
洞
員
太
上
道
君
一
五
丹
上
経
』
は
『
大
有

妙
経
』
「
太
上
道
君
守
元
丹
上
経
」
と
内
容
的
に
重
な
り
合
う
部
分
が

多
い
も
の
の
、
記
述
の
順
序
に
大
き
な
遣
い
が
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の

順
序
は
『
登
員
億
訣
』
と
も
異
な
る
。
こ
れ
ら
記
述
の
順
序
や
内
容
の

/¥ 

遠
い
を
精
査
す
る
こ
と
が
、
『
大
有
妙
経
』
お
よ
び
頭
部
九
廿
最
の
成

立
過
程
を
考
え
る
上
で
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ハ
6
〉
正
統
選
蔵
か
ら
の
引
用
に
は
、
賞
該
箇
所
の
業
数
、
文
物
出
版
社
本

の
加
数
、
頁
数
、
段
(
上
中
下
を

a
'
b
c
で
表
わ
す
〉
、
行
教
を
順
に

一示す。

ハ
7
)

「
却
入
一
寸
潟
明
堂
宮
」
を
「
一
寸
入
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
」
と
讃
む

解
俸
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
が
、
陶
弘
景
読
に
擦
る
限
り
は
「
ま
で
」
と

理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
他
の
引
用
に
つ
い
て
も
向
様
に
解
調
停

し
た
。

(

8

)

九
宮
に
宿
る
紳
々
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
大
有
妙

経
』
に
譲
っ
た
。

(

9

)

国
2

『
大
洞
金
華
玉
経
』
、
園
3

『
上
清
大
洞
九
宮
朝
修
秘
訣
上
道
』

の
ほ
か
、
『
上
清
洞
員
九
宮
紫
房
圏
」
お
よ
び
六
十
六
巻
本
『
上
清
震

賓
大
法
』
に
園
が
見
ら
れ
る
。

(
却
〉
こ
の
園
が
描
か
れ
た
時
期
は
定
か
で
な
い
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
九
宮

園
の
横
に
、
さ
ら
に
四
つ
の
宮
殿
が
描
か
れ
て
お
り
、
陶
弘
景
の
侍
期

か
ら
何
ら
か
の
思
想
的
妥
展
を
経
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

(

U

)

文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
に
補
っ
た
。

(
臼
〉
『
上
清
太
上
関
天
龍
矯
経
』
巻
五
に
は
こ
れ
と
異
な
る
順
位
付
け
が

見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
上
位
か
ら
、
太
皇
宮
、
玉
帯
宮
、
天
庭

宮
、
極
県
宮
、
玄
丹
官
、
流
珠
宮
、
丹
田
宮
、
洞
房
官
、
明
堂
宮
の
順

に
な
っ
て
い
る
。

ハ
碍
〉
原
文
は
「
項
」
に
作
る
が
、
文
意
に
擦
っ
て
改
め
た
。



(

M

)

『
太
丹
隠
書
』
は
『
雲
笈
七
銭
』
な
ど
に
も
盛
ん
に
引
用
さ
れ
る
重

要
な
資
料
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
様
々
な
要
素
が
混
ざ
り

合
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
経
典
に
つ
い
て
は
石
井
昌
子
氏

「
『
太
丹
際
書
洞
員
玄
経
』
の
一
考
察
」
(
『
歴
史
に
お
け
る
民
衆
と
文

化
』
酒
井
忠
夫
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
詩
集
図
書
刊
行
舎
一
九
八
二

年
)
に
お
い
て
『
輿
詰
』
や
『
雲
笈
七
銭
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
文
が

列
翠
さ
れ
て
い
る
が
、
可
太
丹
隠
童
問
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
は
鰯
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
例
え

ば
曇
百
笈
七
銭
』
巻
四
十
三
に
お
い
て
頭
部
九
官
設
を
読
く
「
思
修
九

宮
法
」
の
後
に
引
か
れ
る
「
思
九
宮
五
紳
法
」

(
M
M
¥
N
N

臼ミ

r
C
は

そ
の
出
兵
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
全
く
同
じ
文
を
『
太
丹
際
書
』

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
③
¥
臼
印

igHre。
こ
れ
は
『
雲
笈
七
銭
』

編
纂
の
段
階
に
お
い
て
も
頭
部
九
宮
設
と
『
太
丹
隠
書
』
と
の
関
に
何

ら
か
の
関
聯
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
太
丹
隠
書
』
の
性
格
を
解
明
す
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
文
の
存
在
に

も
自
を
向
け
、
そ
れ
ら
を
引
用
し
た
意
圃
を
探
る
と
い
う
作
業
も
必
要

で
あ
ろ
う
。

(
日
日
)
後
述
す
る
よ
う
に
『
抱
朴
子
』
の
段
階
で
は
明
堂
、
澗
房
は
宮
殿
と

し
て
想
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
見
ら
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て

ヨ
否
向
」
と
い
う
呼
稽
は
適
切
で
は
な
い
が
、
九
宮
設
の
源
流
と
し
て

便
宜
的
に
コ
ニ
宮
」
と
し
て
扱
う
。

(
路
)
原
文
は
誤
っ
て
「
寸
」
に
作
る
。

(
げ
)
陶
弘
景
は
洞
房
宮
に
注
し
て
、
「
頭
中
雄
遁
借
用
洞
房
、
而
此
是
洞
房

頭
部
九
宮
の
存
思
と
太
一

之
正
也
。
」
(
『
登
貝
際
訣
』
巻
上
注
臼
¥
由
!
由
己
記
ニ
O
〉
と
述
べ
て
い

る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
『
紫
陽
長
人
内
俸
』
に
は
洞

房
宮
に
宿
る
無
英
、
寅
老
、
白
元
の
存
思
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
見

ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
洞
房
は
頭
部
全
僅
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
頭
部
九
宮
読
は
洞
房
を
頭
部
の
特
定
の
部

位
に
劃
す
る
呼
稽
と
す
る
『
抱
朴
子
』
の
設
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
『
紫

陽
員
人
内
俸
』
に
お
い
て
洞
房
の
司
紳
と
さ
れ
る
、
無
英
、
黄
老
、
白

元
ゃ
、
こ
れ
ら
の
神
々
に
謝
す
る
存
恩
法
ま
で
も
そ
こ
に
取
り
入
れ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
叩
日
)
原
文
は
コ
ニ
素
三
元
君
」
に
作
る
。
他
の
箇
所
を
参
照
し
て
改
め

た

(
印
)
同
様
の
記
述
は
異
本
で
あ
る
『
金
調
帯
一
君
三
元
民
一
経
』
の
ほ
か
、

ヨ
削
員
太
上
説
相
官
慧
治
魔
員
経
』
巻
一
一
一
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
服

傾
符
後
、
諦
存
三
一
。
爾
眉
閲
上
、
却
入
一
寸
潟
明
堂
。
二
寸
潟
洞

房
。
一
ニ
寸
策
上
丹
田
、
鋭
泥
丸
宮
、
方
一
寸
。
紫
先
日
衝
天
、
中
有
日

象
、
闘
九
寸
、
外
照
九
寓
塁
。
」
(
∞
¥
8
1
8
2
C
と
あ
り
、
「
丹
田

泥
丸
宮
」
で
は
な
く
「
泥
丸
宮
」
と
い
う
呼
碍
か
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

可
登
員
隠
訣
』
注
に
お
い
て
陶
弘
景
が
「
丹
田
宮
」
に
注
し
て
「
亦
名

泥
丸
宮
」

Q
¥町
l
g
?ニ
国
〉
と
述
べ
て
い
る
の
に
合
致
す
る
。

(
加
)
『
金
関
脅
君
三
元
民
一
経
L

で
は
こ
れ
に
績
い
て
「
覆
北
斗
七
星
魁

震
差
、
以
杓
柄
前
指
外
向
也
」
(
品
¥
品
l
忠
由
。
H
む
と
い
う
北
斗
七
星
に

関
す
る
記
鴻
か
見
ら
れ
、
玄
丹
宮
の
存
思
と
の
関
聯
さ
居
注
目
さ
れ

る。

九



頭
部
九
宮
の
存
思
と
太

(
幻
〉
玄
丹
と
い
う
呼
務
自
慢
は
、
「
凡
薬
者
、
合
之
皆
先
斎
戒
清
潔
。
薬

成
則
有
験
、
名
之
震
玄
丹
。
」
(
『
洞
良
太
上
道
君
元
丹
上
経
』
ロ
¥
g
l

由
H
∞
同

M
G

と
あ
る
よ
う
に
も
と
も
と
丹
薬
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
第
二
一
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
雌
一
の
榊
々
が
丹
薬
の
錬

成
に
闘
孫
す
る
記
述
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
水

銀
を
思
わ
せ
る
流
珠
宮
と
い
う
名
稽
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
と

併
せ
て
、
丹
擦
と
存
忠
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

(
幻
)
頭
部
九
宮
訟
と
北
斗
七
星
の
関
わ
り
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
例

え
ば
九
宮
の
存
思
を
園
解
し
た
『
上
清
洞
員
九
宮
紫
房
圃
』
に
北
斗
七

星
が
い
く
つ
も
描
か
れ
て
い
る
の
も
爾
者
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る

と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
聞
に
関
す
る
解
説
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

ず
、
現
行
の
『
大
有
妙
経
』
に
も
こ
こ
に
掲
げ
た
玄
丹
官
の
存
思
に
関

す
る
も
の
以
外
、
北
斗
七
星
に
闘
す
る
言
及
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
雨
者
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
や
は
り
太
一
と
の
関
わ
り
の
な

か
で
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
幻
)
天
の
九
宮
設
に
お
け
る
太
一
の
巡
行
に
つ
い
て
は
、
坂
出
群
伸
氏

「
北
宋
に
お
け
る
十
紳
太
一
と
九
官
貴
紳
」
(
『
関
西
大
皐
中
園
文
皐
曾

紀
要
』
七
一
九
七
八
年
、
の
ち
『
中
園
古
代
の
占
法
!
技
術
と
呪
術

の
周
漫
|
』
研
文
出
版
一
九
九
一
年
に
改
稿
再
録
)
に
詳
し
い
考
設

が
あ
る
。

(
引
品
〉
太
一
と
と
も
に
重
要
な
の
が
帝
君
で
あ
る
。
帯
君
は
頭
部
九
宮
読
で

は
丹
田
宮
に
宿
る
と
さ
れ
る
も
の
の
、
兵
韓
的
な
記
述
に
乏
し
く
、
そ

の
役
割
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
特
に
『
太
丹
際
書
』
を
中
心
に

四
0 

太
一
の
存
恩
を
考
え
る
場
合
に
は
帯
君
の
存
在
を
無
競
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
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